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古
都
税
問
題
と
仏
教
会
の
財
団
法
人
化（

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
嘱
託
）

石

川

修

道

平
成
十
五
年
六
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り
、
京
都
市
嵯
峨
小
倉
山
の
常
寂
光
寺
の
長
尾
憲
彰
師
を
訪
ね
、「
古
都
税
問
題
と

京
都
仏
教
会
の
財
団
法
人
化
」
の
面
接
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
メ
ン
バ
ー
は
、
現
宗
研
主
任
伊
藤
立
教
と
、
教
団
・
教
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
会
議
メ
ン
バ
ー
の
石
川
修
道
と
野
村
環
右
で
あ
る
。

京
都
古
都
税
闘
争
は
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
よ
り
同
六
十
年
八
月
ま
で
の
三
ヶ
年
つ
づ
い
た
。
古
都
税
と
は
、
京
都
市
が
文
化
観
光
税

と
し
て
社
寺
よ
り
徴
収
す
る
も
の
だ
っ
た
。
文
化
観
光
税
か
ら
古
都
保
存
協
力
税
と
名
称
は
変
わ
り
、
京
都
市
条
例
で
対
象
と
な
る
の

は
、
年
間
二
万
人
以
上
の
拝
観
者
の
あ
る
社
寺
で
あ
る
。
一
回
の
拝
観
に
つ
き
大
人
五
十
円
、
小
中
学
生
三
十
円
の
古
都
税
を
社
寺
が
徴

収
す
る
。
文
化
的
資
産
や
自
然
環
境
の
保
全
、
整
備
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
京
都
市
と
の
論
議
の
中
で
、
京
都
仏
教
会
は
対
内
的
、

対
社
会
活
動
の
た
め
、
仏
教
会
の
「
財
団
法
人
化
構
想
」
を
打
ち
出
し
た
（
五
十
九
年
三
月
公
表
）。
こ
の
構
想
は
、
拝
観
寺
院
の
意
識

変
革
、
自
浄
努
力
の
伸
長
が
見
込
ま
れ
、
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
六
十
年
に
入
る
と
、
不
動
産
業
社
長
・
西
山
正
彦
氏
（
昭

和
二
十
一
年
生
れ
、
当
時
三
十
八
歳
）
が
古
都
税
問
題
に
介
入
し
て
き
た
。
彼
は
仏
教
会
の
執
行
部
の
代
理
的
存
在
の
若
手
僧
侶
グ
ル
ー

プ
に
、
市
に
対
す
る
戦
略
指
導
を
し
て
い
た
。
七
月
十
日
、
古
都
税
実
施
日
を
迎
え
、
仏
教
会
の
十
九
カ
寺
は
一
斉
に
無
料
拝
観
に
入

り
、
他
は
拝
観
停
止
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
八
月
八
日
、
西
山
氏
の
仲
介
に
よ
り
京
都
市
と
仏
教
会
の
和
解
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
十

二
月
に
入
る
と
仏
教
会
が
税
に
代
わ
る
一
定
の
寄
付
金
を
市
に
納
付
す
る
和
解
書
に
見
解
の
相
違
が
生
じ
、
十
二
月
五
日
よ
り
仏
教
会
は
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信
教
の
自
由
を
死
守
す
る
た
め
無
期
間
拝
観
停
止
に
入
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。「
京
都
仏
教
会
は
、
財
団
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
る
と
、

そ
の
財
団
が
拝
観
業
務
を
代
行
、
拝
観
料
収
入
は
一
旦
財
団
に
納
め
る
。
財
団
は
寺
院
に
代
わ
っ
て
協
力
金
と
し
て
税
相
当
額
を
市
に
納

め
る
」
と
い
う
の
が
、「
あ
っ
せ
ん
者
会
議
」
の
「
あ
っ
せ
ん
案
」
で
あ
っ
た
。
拝
観
料
収
入
が
明
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
税
局

が
寺
の
経
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
宗
教
法
人
に
国
税
局
が
立
ち
入
る
手
が
か
り
と
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
国
税
局
が
分
っ
て
い
る

の
は
、
僧
侶
の
給
与
所
得
分
だ
け
で
あ
る
。

仏
教
会
の
財
団
法
人
化
は
、
法
人
役
員
人
事
に
一
般
人
の
介
入
が
容
易
に
な
り
、
公
益
法
人
化
に
よ
る
利
権
の
ウ
マ
味
「
ビ
ジ
ネ
ス
」

が
生
ま
れ
る
。
地
域
の
再
開
発
の
た
め
、
寺
有
不
動
産
の
移
動
、
統
合
に
西
山
正
彦
氏
が
「
利
権
」
を
見
出
し
て
、
古
都
税
問
題
に
介
入

し
た
の
で
あ
る
。
西
山
氏
介
入
の
本
意
を
知
っ
た
日
蓮
宗
常
寂
光
寺
・
長
尾
憲
彰
師
は
、
仏
教
会
理
事
を
辞
任
、
仏
教
会
脱
退
、
拝
観
停

止
、
無
料
拝
観
制
、
志
納
金
制
へ
と
独
自
性
を
発
揮
し
た
。
仏
教
会
は
西
山
氏
と
い
う
事
件
屋
に
操
ら
れ
、
自
分
た
ち
の
利
益
保
全
の
た

め
、
市
民
・
拝
観
者
を
裏
切
っ
た
。
仏
教
者
の
仏
教
者
に
よ
る
独
自
な
判
断
に
よ
り
、
信
教
の
自
由
、
宗
教
団
体
の
自
治
を
守
る
べ
き

と
、
長
尾
憲
彰
師
は
語
っ
た
。

さ
て
、
東
京
都
心
で
、
寺
院
を
核
に
し
た
再
開
発
事
業
が
完
成
し
て
い
る
。
港
区
青
山
の
浄
土
宗
梅
窓
院
は
、
オ
フ
ィ
ス
と
住
宅
・
寺

院
の
複
合
施
設
を
建
設
し
た
。
寺
院
の
五
千
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
の
う
ち
、
二
千
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
五
十
二
年
間
の
定
期
借
地

権
で
情
報
処
理
会
社
に
賃
貸
す
る
。
会
社
は
十
二
階
建
て
自
社
ビ
ル
を
建
設
し
た
。
残
り
の
敷
地
に
梅
窓
院
が
事
業
主
と
な
っ
て
、
五
階

建
て
の
寺
院
棟
と
地
上
十
四
階
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
（
二
十
戸
）
を
建
設
し
た
。
総
事
業
費
は
約
百
億
円
。
寺
院
棟
と
マ
ン
シ
ョ
ン
低
層

部
に
は
三
百
四
十
席
の
ホ
ー
ル
や
、
梅
窓
院
が
運
営
す
る
茶
道
・
染
色
教
室
を
設
置
し
た
。
同
地
は
防
火
構
造
の
建
物
し
か
建
て
ら
れ
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ず
、
そ
の
建
設
費
用
は
檀
家
の
寄
付
金
だ
け
で
は
限
度
が
あ
る
た
め
、
定
期
借
地
権
方
式
を
取
り
入
れ
た
。
都
内
一
等
地
の
広
面
積
を
有

す
る
寺
院
は
、
都
心
回
帰
で
住
民
が
増
え
、
街
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

人
口
減
少
の
過
疎
問
題
を
抱
え
る
宗
教
教
団
・
宗
教
法
人
は
、
寺
院
と
そ
の
地
域
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
財
団
法
人
化
・
社
会
福
祉
法

人
化
の
可
能
性
が
あ
る
。
宗
教
教
団
が
財
団
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
設
立
の
た
め
に
、
基
本
財
産
と
運
用
資
産
を
提
供
し
、
過
疎
寺
院

を
統
廃
合
し
、
地
域
住
民
の
た
め
に
、
教
育
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
事
業
、
老
人
介
護
施
設
を
建
設
し
、
寺
院
の
社
会
性
を
高
め
、
仏
教
精

神
を
発
揮
、
顕
彰
す
る
の
で
あ
る
。
三

五
ヶ
寺
が
統
廃
合
す
る
か
、
ま
た
は
各
寺
が
独
立
の
ま
ま
、
財
団
法
人
、
福
祉
法
人
に
敷
地
を

有
償
、
無
償
で
提
供
し
、
住
職
、
寺
族
は
、
そ
の
施
設
の
経
営
者
又
は
職
員
と
し
て
働
き
、
社
会
貢
献
す
る
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
活
動
の
重

要
性
は
、
定
款
に
謳
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
実
績
に
よ
っ
て
宗
教
教
団
は
課
金
を
付
し
、
寺
院
の
独
立
経
営
を
確
保
す
る
の
で
あ

る
。
過
疎
寺
院
と
包
括
関
係
に
あ
る
宗
務
院
が
確
立
し
た
、
経
営
維
持
関
係
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
宗
務
院
は
、
寺
院
存
続
の

た
め
の
種
を
播
く
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
事
業
設
立
に
つ
き
、

宗
教
法
人
寺
院
規
則
を
変
更
し
、「
社
会
福
祉
活
動
と
そ
の
施
設
建
設
」
の
一
項
を
加
入
す
る
。

宗

務
院
（
日
蓮
宗
）
が
社
会
福
祉
法
人
・
財
団
法
人
を
設
立
し
て
、
法
人
と
し
て
の
寺
院
と
契
約
し
、
福
祉
活
動
を
実
践
す
る
。

三

五
ヶ
寺
が
協
同
組
合
を
結
成
し
、
社
会
活
動
を
行
う
。

三

五
ヶ
寺
が
非
営
利
活
動
団
体
（

）
の
法
人
と
し
て
社
会
活
動
を
行

う
、
と
い
う
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
国
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
は
宗
教
法
人
に
は
補
助
金
を
提
供
で
き
な
い
た
め
、

の
方
法

で
別
法
人
を
設
立
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
市
町
村
の
福
祉
課
で
、
ど
の
事
業
が
望
ま
れ
て
い
る
か
事
前
調
査
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
事
業
設
立
に
、
宗
教
法
人
の
精
神
を
理
解
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
人
材
こ
そ
宗
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務
院
が
養
成
す
べ
き
で
あ
り
、
利
権
で
動
く
事
件
屋
の
介
入
は
絶
対
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ
が
構
成
さ

れ
、
金
融
関
係
、
法
律
関
係
、
所
轄
官
庁
事
務
関
係
者
を
入
れ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。


